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研
究
ノ
ー
ト

被
差
別
部
落
の
起
源
に
見
る
「
旃
陀
羅
が
子
な
り
」
の
一
考
察
（
Ⅰ
）

鶏
　
内
　
泰
　
寛

序
　
日
蓮
聖
人
は
『
善
無
畏
三
蔵
抄
』
の
中
で
自
ら
「
日
蓮
は
安
房
国
東
條
片
海
の
石
中
の
賎
民
が
子
也
。
威
徳
な
く
、
有
徳
の
も
の
に
あ

ら
ず
」（
文
永
七
年

　
四
十
九
歳
）
と
述
べ
ら
れ
た
の
を
初
見
に
、『
佐
渡
御
勘
気
抄
』
に
「
日
蓮
は
日
本
国
東
夷
東
条
安
房
国
海
辺
の
旃

陀
羅
が
子
也
。
い
た
づ
ら
に
く
ち
（
朽
）
ん
身
を
、
法
華
経
の
御
故
に
捨
ま
い
ら
せ
ん
事
、
あ
に
石
に
金
を
か
ふ
る
に
あ
ら
ず
や
。
各
各

な
げ
か
せ
給
べ
か
ら
ず
」（
文
永
八
年
十
月
十
日

　
五
十
歳
）、『
佐
渡
御
書
』
に
「
何
に
況
や
日
蓮
今
生
に
は
貧
窮
下
賤
の
者
と
生
ま
れ
、

旃
陀
羅
が
家
よ
り
出
た
り
。
心
こ
そ
す
こ
し
法
華
経
を
信
た
る
様
な
れ
ど
も
、
身
は
人
身
に
似
て
畜
身
な
り
」（
文
永
九
年
三
月
二
十
日

　
五
十
一
歳
）、『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
に
「
譬
え
ば
王
女
た
り
と
い
え
ど
も
畜
種
を
懐
妊
す
れ
ば
、
そ
の
子
な
お
旃
陀

羅
に
劣
れ
る
が
ご
と
し
」（
文
永
十
年
四
月
二
十
五
日

　
五
十
二
歳
）、『
本
尊
問
答
抄
』
に
「
日
蓮
は
東
海
道
十
五
ケ
国
内
、
第
十
二
に

相
当
安
房
国
長
狭
郡
東
條
郷
片
海
の
海
人
が
子
也
」（
弘
安
元
年

　
五
十
七
歳
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
自
身
が
自
ら

の
出
生
が
漁
業
を
生
業
と
す
る
卑
し
い
身
分
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
日
蓮
宗
は
被
差
別
部
落
民
の
信
徒
が
多
い
と
さ
れ
る
。

古
い
資
料
と
な
る
が
大
正
九
年
十
二
月
の
内
務
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
日
蓮
宗
は
浄
土
真
宗
に
次
い
で
被
差
別
部
落
民
の
信
徒
が
多
い
。
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（
資
料
図
２
）
浄
土
真
宗
は
、
被
差
別
部
落
内
に
寺
院
を
設
け
、
西
方
極
楽
浄
土
思
想
に
よ
り
、
今
生
で
は
な
く
死
後
の
世
界
に
救
い
を

求
め
た
こ
と
に
よ
る
。
日
蓮
宗
は
、
聖
人
の
「
旃
陀
羅
」
発
言
に
よ
る
同
族
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
殊
に
、
関

西
地
方
に
は
、
被
差
別
部
落
が
多
い
。（
資
料
図
３
）
か
く
ゆ
う
私
も
京
都
で
生
ま
れ
育
っ
た
為
に
、
義
務
教
育
中
に
は
人
権
週
間
な
ど

が
重
視
さ
れ
、
人
権
問
題
を
考
え
る
授
業
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
。
ま
た
、
私
の
一
世
代
上
で
は
、
被
差
別
部
落
へ
の
結
婚
差
別
に
よ
っ

て
自
殺
し
た
人
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
被
差
別
部
落
へ
の
結
婚
差
別
、
偏
見
な
ど
を
聞
き
及
ん
で
い
る
。
当
に
、
島

崎
藤
村
の
『
破
戒
』
の
世
界
が
今
な
お
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
最
初
の
自
然
主
義
文
学
と
言
わ
れ
る
『
破
戒
』
に
は
、
日
本
の

封
健
制
の
ゆ
え
に
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
他
の
人
間
か
ら
差
別
さ
れ
る
と
い
う
封
建
的
な
不
合
理
で
あ
る
穢
多
の
問
題
を
悲
劇
と
し
て

取
り
上
げ
て
い
る
。
主
人
公
丑
松
は
、
父
の
戒
め
か
ら
穢
多
と
い
う
自
ら
の
出
生
を
周
囲
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
生
き
る
が
、
父
の
死
を
き

っ
か
け
に
周
囲
に
知
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
終
的
に
は
父
の
戒
め
を
破
り
、
卑
し
い
身
分
の
自
分
が
小
学
校
の
教
壇
に
立
ち
指
導
し
た
こ

と
を
、
生
徒
の
前
で
謝
罪
し
、
土
下
座
し
、
村
を
出
、
テ
キ
サ
ス
へ
新
天
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、『
破
戒
』
は
昭
和
初
期

に
全
国
水
平
社
か
ら
批
判
を
受
け
、
一
時
的
に
絶
版
、
改
訂
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
島
崎
藤
村
が
部
落
問
題
を
取
り
上
げ
、
人
間
が

同
じ
人
間
か
ら
差
別
さ
れ
る
こ
と
に
人
間
平
等
の
普
遍
的
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
新
天
地
に
逃

げ
た
だ
け
で
、
な
ん
ら
穢
多
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
る
不
合
理
な
こ
と
へ
の
解
決
を
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
度
の
宗
門
運
動
「
立
正
安
国
お
題
目
結
縁
運
動
〜
い
の
ち
に
合
掌
〜
」
を
考
え
た
時
、
部
落
問
題
、
人
権
問
題
と
い
う
の
は

こ
の
運
動
に
於
い
て
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
周
囲
の
教
師
を
見
回
し
て
も
人
権

問
題
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
人
が
多
く
、
人
権
問
題
に
対
す
る
誤
っ
た
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
者
も
多
い
。
宗
門
運
動
を
睨
ん
だ

現
代
の
布
教
活
動
の
中
で
、
本
や
冊
子
、
ブ
ロ
グ
、
門
標
な
ど
の
文
章
伝
導
や
、
言
説
布
教
の
中
で
人
権
を
軽
視
す
る
な
ら
ば
、
宗
門
運

動
の
質
の
是
非
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
現
に
、
過
去
に
お
い
て
は
、
寺
院
の
門
標
で
差
別
用
語
を
用
い
問
題
と
な
っ
た
り
、
宗

内
教
師
が
ラ
ジ
オ
の
生
放
送
で
差
別
用
語
を
発
言
し
問
題
視
さ
れ
た
り
、
宗
門
冊
子
に
差
別
用
語
を
用
い
て
全
て
回
収
し
た
と
い
う
経
緯
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も
あ
る
。
そ
れ
故
、
聖
人
の
「
旃
陀
羅
が
子
な
り
」
を
被
差
別
部
落
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
宗
門
運
動
の
取
り
組

み
へ
の
一
助
と
成
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
被
差
別
部
落
の
起
源
に
見
る
「
旃
陀
羅
が
子
な

り
」
の
一
考
察
（
Ⅰ
）』
と
題
し
、
日
本
古
代
の
被
差
別
部
落
の
起
源
か
ら
聖
人
在
世
の
鎌
倉
時
代
の
被
差
別
部
落
の
状
況
を
考
察
す
る
。

室
町
時
代
以
降
の
被
差
別
部
落
に
つ
い
て
は
以
降
の
課
題
と
す
る
。

日
本
古
代
の
奴
隷
制
度

　
被
差
別
部
落
の
起
源
は
、
日
本
古
代
の
奴
隷
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
文
献
と
し
て
は
『
日
本
書
記
』
に
「
吾
当
に
汝
に
事
え
ま
つ
り

て
奴
僕
と
な
ら
ん
」
と
出
て
く
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
古
代
の
奴
隷
は
「
奴
僕
（
や
つ
こ
）」
と
い
っ
た
。「
奴
僕
」
と
は
家
族
に
隷
属
す

る
奴
隷
で
あ
る
が
、
地
位
待
遇
な
ど
も
残
酷
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
至
り
、
奴
隷
の
地
位
を
悪
化
し
た
。
こ
の

頃
の
「
奴
僕
」
の
地
位
は
、
畜
類
や
物
品
と
同
一
視
さ
れ
、
生
殺
も
売
買
も
す
べ
て
所
有
者
の
掌
中
に
あ
り
絶
対
服
従
で
あ
っ
た
。

　
大
化
の
改
新
を
期
に
、
古
代
日
本
の
氏
族
制
度
の
崩
壊
と
天
皇
主
体
の
中
央
集
権
制
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
大
化
の
改
新
は

族
制
の
廃
止
と
と
も
に
、
賤
民
平
等
の
制
が
定
め
ら
れ
た
。
当
時
の
社
会
階
級
の
構
成
は
、
貴
族
、
自
由
民
、
不
自
由
民
及
び
奴
隷
の
四

階
級
で
あ
っ
た
。
大
化
元
年
八
月
の
詔
に
は
、
出
生
に
よ
る
奴
隷
の
帰
属
が
定
め
ら
れ
た
。「
も
し
男
女
の
法
は
、
良
男
・
良
女
共
に
生

め
ら
ん
所
の
子
は
、
そ
の
父
に
配
け
よ
。
も
し
良
男
、
婢
を
娶
き
て
生
め
ら
ん
所
の
子
は
、
そ
の
母
に
配
け
よ
。
も
し
良
女
、
奴
に
嫁
ぎ

て
生
め
ら
ん
所
の
子
は
、
そ
の
父
に
配
け
よ
。
も
し
両
つ
の
家
の
奴
・
婢
の
生
め
ら
ん
所
の
子
は
、
そ
の
母
に
配
け
よ
」

　
こ
れ
に
よ
り
、
良
民
、
賤
民
の
区
別
は
決
定
的
と
な
り
、
法
制
上
に
も
そ
の
存
在
区
分
が
規
定
さ
れ
た
。
賤
民
は
決
し
て
良
民
と
結
婚

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
賤
民
の
中
で
も
、
天
皇
の
陵
番
で
あ
る
陵
戸
、
官
庁
の
雑
役
と
務
め
る
官
戸
、
家
の
子
の
役
を

す
る
家
人
、
公
奴
婢
、
私
奴
婢
の
五
つ
の
区
分
が
あ
っ
た
。
特
に
最
下
位
の
私
奴
婢
は
惨
憺
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
土
地
の
開

拓
や
農
業
、
工
業
の
雑
役
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
の
動
力
は
財
産
と
同
一
視
さ
れ
、
売
買
の
目
的
と
な
っ
た
。
ま
た
、
仏
教
隆
盛
に
よ
り
大
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仏
造
営
建
築
の
た
め
に
多
く
の
奴
隷
が
酷
使
さ
れ
た
。

　
平
安
期
初
頭
、
奴
隷
の
解
放
が
進
み
、
延
暦
八
年
に
は
「
良
民
と
賤
民
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
は
良
民
と
す
る
」
と
い
う
勅
令
が
出
る

な
ど
し
、
奴
隷
経
済
か
ら
農
業
経
済
時
代
へ
の
意
向
が
見
ら
れ
た
が
、
現
実
的
に
は
人
身
売
買
は
行
わ
れ
て
い
た
。

奴
隷
か
ら
特
殊
部
落
へ

　
農
業
経
済
が
中
心
と
な
っ
た
こ
と
で
、
農
民
は
公
民
と
な
り
、
一
切
の
公
民
で
あ
る
農
民
が
自
由
民
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
生
じ
た
。

そ
れ
故
、
農
民
以
外
の
者
は
公
民
で
は
な
く
「
非
人
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
工
業
に
従
事
す
る
者
の
蔑
視
が
生
じ
て
き
た
。
優
れ

た
技
芸
を
日
本
に
伝
来
し
た
朝
鮮
や
支
那
の
帰
化
人
も
同
様
に
蔑
視
さ
れ
る
こ
と
も
生
じ
た
。

　
古
代
日
本
に
は
牛
馬
の
肉
を
食
べ
る
風
習
が
あ
っ
た
が
、
仏
教
が
伝
来
し
て
盛
ん
に
な
る
や
、
殺
生
禁
忌
の
風
潮
が
強
く
な
り
、
肉
食

す
る
者
を
賤
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
死
牛
馬
の
皮
を
剥
ぐ
よ
う
な
職
業
は
賤
し
ま
れ
、
奴
隷
に
強
制
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、

陵
番
、
動
物
の
死
肉
処
分
、
皮
革
製
造
、
助
産
等
の
職
業
を
行
う
奴
隷
は
賤
民
と
な
っ
た
。
経
済
組
織
の
変
化
に
伴
っ
て
職
業
分
化
が
動

機
と
な
り
、
穢
多
と
い
う
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
職
業
的
に
言
え
ば
、
屠
者
、
皮
細
工
、
河
原
者
が
穢
多
と
い

う
社
会
群
の
起
源
だ
と
言
わ
れ
る
。
穢
多
と
い
う
社
会
群
は
、
こ
の
よ
う
な
発
生
時
代
を
経
て
、
平
安
時
代
末
ま
で
に
次
第
に
成
長
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
は
穢
多
を
卑
し
き
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
民
の
間
に
根
付
い
て
い
た
。

穢
多
の
発
生
と
語
源

　
特
殊
部
落
と
さ
れ
た
地
域
は
近
畿
地
方
に
多
く
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
、
全
国
の
中
心
で
あ
っ
た
京
都
が
穢
多
の
源
流
と
さ
れ
た
。

賤
民
で
食
に
窮
し
た
も
の
が
河
原
者
と
な
り
、
京
都
に
お
け
る
穢
多
の
最
初
の
形
成
を
見
た
。

　
穢
多
の
言
葉
の
起
源
は
、
餌
取
の
転
訛
だ
と
考
え
ら
れ
る
。（
た
だ
し
、
役
（
え
だ
ち
）
か
ら
の
転
訛
な
ど
諸
説
あ
り
）
餌
取
と
は
屠
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者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
鎌
倉
時
代
の
『
塵
袋
』
に
「
キ
ヨ
メ
を
エ
タ
と
い
う
は
い
か
な
る
詞
ぞ
」「
根
本
は
餌
取
と
い
う
べ
き

か
、
餌
と
い
う
は
、
し
し
む
ら
鷹
の
餌
を
言
う
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
と
る
も
の
を
言
う
な
り
」
と
あ
る
。
穢
多
の
言
葉
の
起
源
で
あ
る
餌

取
も
元
来
賤
し
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
餌
取
は
、
字
の
ご
と
く
鷹
司
の
鷹
に
食
べ
さ
せ
る
餌
を
取
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
者
で
あ

っ
た
。
鷹
を
使
っ
て
鳥
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
仁
徳
天
皇
の
代
か
ら
あ
り
、
ま
た
、
大
宝
令
官
制
に
主
鷹
司
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
に
付
随

す
る
餌
取
の
由
来
も
ま
た
古
く
、
屠
る
者
が
こ
れ
に
従
事
し
た
。
こ
こ
に
も
仏
教
興
隆
の
影
響
が
及
び
、
仏
教
の
殺
生
禁
忌
の
決
ま
り
か

ら
肉
食
を
穢
れ
た
も
の
と
見
な
す
風
が
広
ま
り
、
屠
者
を
蔑
視
す
る
風
も
広
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
鷹
を
飼
い
鳥
を
取
る
殺
生
が
禁
忌

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
『
三
代
実
録
』
に
「
諸
国
年
貢
と
御
鷹
一
切
停
止
。
ま
た
国
司
、
鷹
を
養
い
、
鳥
を
逐
う
を
制
す
。
あ

る
い
は
聞
く
、
多
く
鷹
鶏
を
養
い
、
な
お
殺
生
を
好
む
ゆ
え
を
も
っ
て
猟
徒
部
内
を
縦
横
す
。
ゆ
え
に
重
ね
て
制
す
」
と
あ
る
。

日
蓮
と
旃
陀
羅

　
当
然
、
出
家
さ
れ
た
聖
人
に
と
っ
て
、
父
母
の
生
業
が
殺
生
を
生
活
の
糧
と
し
て
い
る
こ
と
は
聖
人
の
信
仰
に
重
要
な
事
象
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。『
開
目
抄
』
に
「
過
去
未
来
を
し
ら
ざ
れ
ば
父
母
・
主
君
・
師
匠
の
後
世
を
も
た
す
け
ず
、
不
知
恩
の
者
な
り
。
ま
こ
と
の

賢
聖
に
あ
ら
ず
」（
文
永
九
年

　
五
十
一
歳
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
知
恩
と
は
父
母
の
成
仏
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
日
蓮
今
生
に
は
貧
窮
下
賤
の
者
と
生
ま
れ
、
旃
陀
羅
が
家
よ
り
出
た
り
。
心
こ
そ
す
こ
し
法
華
経
を
信
た
る
様

な
れ
ど
も
、
身
は
人
身
に
似
て
畜
身
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
自
身
を
畜
身
の
身
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の

出
生
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
聖
人
の
出
生
に
は
、
※
１
元
遠
州
貫
名
郡
の
小
領
主
で
源
平
合
戦
の
お
り
に
平
氏
方
に
つ

き
小
湊
に
流
さ
れ
た
と
い
う
説
や
、
※
２
後
鳥
羽
上
皇
の
御
落
胤
説
な
ど
が
あ
る
）
つ
ま
り
、
父
母
の
成
仏
こ
そ
が
自
身
の
成
仏
に
繋
が

り
、
自
身
の
成
仏
が
父
母
の
成
仏
に
繋
が
っ
て
い
る
と
観
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
聖
人
は
、
屈
辱
的
待
遇
を
受
け
、
生
活
の
悲
惨
な
る

状
態
に
於
か
れ
て
い
る
穢
多
に
つ
い
て
十
二
分
に
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
「
旃
陀
羅
が
子
な
り
」
と
名
乗
ら
れ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
の
中
で
穢
多
＝
旃
陀
羅
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。（
聖
人
の
出
生
を
前
記
す
る
※
１
、
※

２
の
説
か
ら
、
下
根
下
機
の
末
法
の
一
切
衆
生
救
済
と
い
う
仏
法
上
の
意
義
か
ら
「
旃
陀
羅
が
子
な
り
」
と
発
言
さ
れ
た
と
考
え
る
説
も

あ
る
）
聖
人
は
、
父
母
の
成
仏
、
自
身
の
成
仏
を
見
据
え
た
時
、
仏
教
に
お
い
て
卑
賤
視
さ
れ
て
い
た
旃
陀
羅
も
救
済
の
対
象
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
聖
人
の
一
切
衆
生
を
成
仏
さ
せ
ん
と
の
大
慈
悲
と
、
仏
法
の
本
源
的
な
平
等
観
の
深
さ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
　
聖
人
が
旃
陀
羅
の
救
済
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
日
蓮
宗
は
被
差
別
部
落
問
題
、
差
別
問
題
に
対
し
て
寝
た
子
を
起
こ
す
な

と
い
う
よ
う
な
教
団
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
聖
人
の
「
旃
陀
羅
が
子
な
り
」
に
込
め
ら
れ
た
信
仰
原
点
の
意
識
を
持
ち
、
平
等
な
社
会

実
現
に
尽
力
す
べ
き
で
あ
る
。

　
殊
に
、
東
日
本
大
震
災
が
起
き
て
丸
二
年
が
経
過
し
た
今
日
、
福
島
差
別
、
ヒ
バ
ク
シ
ャ
フ
ク
シ
マ
差
別
が
報
告
さ
れ
、
福
島
県
民
の

中
に
は
「
棄
て
ら
れ
た
民
」
と
い
う
意
識
か
ら
自
死
に
繋
が
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
人
権
問
題
は
直
接
に
人
の
生
死
に
関
わ
る
問
題
な

の
で
あ
る
。「
立
正
安
国
お
題
目
結
縁
運
動
〜
い
の
ち
に
合
掌
〜
」
を
掲
げ
る
日
蓮
宗
は
、
今
こ
そ
人
権
を
奪
わ
れ
た
人
に
寄
り
添
え
る

教
団
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
法
華
経
の
指
し
示
す
「
人
間
尊
重
、
相
互
理
解
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行

動
す
る
」
と
い
う
菩
薩
行
の
考
え
そ
の
も
の
が
、
人
権
擁
護
の
思
想
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、、
本
来
の
法
華
経
信
仰

そ
の
も
の
の
姿
を
日
常
の
社
会
生
活
の
中
に
顕
現
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

注
記
、
明
治
維
新
政
府
は
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
八
月
二
十
八
日
の
太
政
官
布
告
（
賤
民
解
放
令
）
に
よ
り
、「
穢
多
・
非
人
」
身
分
を
廃
止

し
「
新
平
民
」
と
し
た
。
そ
れ
以
後
「
新
平
民
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
使
用
が
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
の
蔑
称
と
な
っ
た
。
一

九
〇
一
年
「
明
治
三
四
年
度
奈
良
県
学
事
年
報
」
を
初
見
に
（
諸
説
あ
り
）、「
特
殊
部
落
」
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
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「
特
殊
部
落
」
の
呼
称
も
次
第
に
蔑
称
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
歴
史
学
者
井
上
清
が
一
九
五
四
年
の
論
文
で
、「
被
差
別
部
落
」
の
語
を

考
案
し
た
。
近
年
は
「
同
和
行
政
」
と
い
う
語
に
由
来
し
て
「
同
和
」
が
使
わ
れ
る
事
も
あ
る
。

　
　
　
本
文
中
に
は
時
代
背
景
を
考
慮
し
、
あ
え
て
「
穢
多
」「
新
平
民
」「
特
殊
部
落
」
等
の
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
ご
容
赦

願
い
た
い
。
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資　料 部落に関する内務省統計（大正９年12月付）
部落総数 4890カ所
本籍を有する戸数 149,781戸 （人口872,720人　男：443,411人、女：429,309人）
現住する戸数 154,287戸 （人口829,674人　男：418,845人、女：410,829人）
部落外居住戸数  11,691戸 （人口 69,370人　男： 36,186人、女： 33,184人）
新部落居住者 400,000人
転籍・移住・逃散・部落消滅者　　900,000人
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府県名 部落数 現在戸数 人口（大正10年）
東 京 46 1,651 7,658
京 都 134 8,515 42,179
大 阪 60 9,773 47,909
兵 庫 339 18,547 107,608
長 崎 23 505 2,519
新 潟 32 580 2,929
神奈川 33 932 5,712
埼 玉 300 4,758 28,139
群 馬 235 3,959 24,516
千 葉 22 474 2,588
茨 城 47 700 4,368
栃 木 92 2,052 13,114
奈 良 71 6,427 32,678
三 重 216 7,089 38,383
愛 知 19 1,365 6,927
静 岡 55 2,304 14,476
山 梨 20 295 1,745
滋 賀 65 4,882 25,819
岐 阜 23 928 4,634
長 野 288 3,200 19,263
福 島 6 184 1,240
青 森 1 37 186

府県名 部落数 現在戸数 人口（大正10年）
山 形 4 208 1,000
福 井 5 478 2,318
石 川 31 966 4,670
富 山 200 1,444 8,242
鳥 取 81 3,006 19,022
島 根 79 1,565 6,492
岡 山 297 8,806 42,895
広 島 406 8,024 40,133
山 口 117 4,006 19,878
和歌山 105 7,438 36,072
徳 島 56 3,791 22,343
香 川 63 1,900 9,867
愛 媛 494 8,598 46,015
高 知 70 5,477 33,353
福 岡 493 12,914 69,345
大 分 76 1,402 7,099
佐 賀 22 418 2,508
熊 本 57 2,524 13,240
宮 崎 23 485 2,590
鹿児島 47 1,680 8,001

※ 北海道、沖縄、宮城、岩手、秋田は絶無もしく
は調査不能

図3　部落数／現在戸数／人口（大正10年）
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